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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を利用した通信が可能な通信端末と、前記通信端末に情報を提供する情報提供
装置と、を備える通信システムであって、
　前記情報提供装置は、
　前記通信端末の設定内容、及び前記通信端末におけるユーザの操作内容を取得する取得
部と、
　前記取得部が取得した前記操作内容と、前記設定内容と前記操作内容との組み合わせに
おける助言情報の有効性の度合いを示す有効度情報とを記憶する記憶部と、
　前記取得部が所定の操作内容を取得した場合に、前記取得部が前記所定の操作内容を取
得する前の所定の期間内に取得された一以上の前記操作内容と、前記設定内容と、前記有
効度情報とに基づいて、前記通信端末に送信する助言情報を選択する選択部と、
　前記選択部が選択した前記助言情報と、前記有効度情報とを関連付けて前記通信端末に
送信する装置通信部と、
　を有し、
　前記通信端末は、
　前記装置通信部が送信した前記助言情報と、前記有効度情報とを関連付けて受信する端
末通信部と、
　前記端末通信部が受信した前記助言情報を表示する表示部と、
　前記装置通信部から受信した前記有効度情報が所定の有効度を示している場合に設定内
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容を更新する制御部と、
　を有する通信システム。
【請求項２】
　前記有効度情報を作成する情報作成部をさらに有し、
　前記取得部は、前記助言情報を送信した前記通信端末から、前記助言情報の有効性に関
するフィードバック情報を取得し、
　前記情報作成部は、前記取得部が取得した前記フィードバック情報に基づいて前記有効
度情報を作成し、作成した前記有効度情報を前記記憶部に記憶させる、
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記情報作成部は、複数の前記通信端末から受信した複数の前記フィードバック情報に
基づいて、前記有効度情報を作成する、
　請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記通信端末は、前記装置通信部から受信した前記有効度情報が所定の有効度を示して
いる場合に、前記助言情報に関連付けられたアプリケーションソフトウェアを操作する制
御部をさらに有する、
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　通信回線を利用した通信が可能な通信端末の設定内容、及び前記通信端末におけるユー
ザの操作内容を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した前記操作内容と、前記設定内容と前記操作内容との組み合わせに
おける助言情報の有効性の度合いを示す有効度情報とを記憶する記憶部と、
　前記取得部が所定の操作内容を取得した場合に、前記取得部が前記所定の操作内容を取
得する前の所定の期間内に取得された一以上の前記操作内容と、前記設定内容と、前記有
効度情報とに基づいて、前記通信端末に送信する助言情報を選択する選択部と、
　前記選択部が選択した前記助言情報と、前記有効度情報とを関連付けて前記通信端末に
送信する通信部と、
　を有する情報提供装置。
【請求項６】
　コンピュータが実行する、
　通信回線を利用した通信が可能な通信端末の設定内容、及び前記通信端末におけるユー
ザの操作内容を前記通信端末から取得するステップと、
　取得した前記操作内容を記憶部に記憶させるステップと、
　所定の操作内容を取得した場合に、前記所定の操作内容を取得する前の所定の期間内に
取得された一以上の前記操作内容と、前記通信端末の設定内容とに基づいて、前記設定内
容と前記操作内容との組み合わせにおける助言情報の有効性の度合いを示す有効度情報と
を記憶する記憶部を参照することにより、前記通信端末に送信する助言情報を選択するス
テップと、
　選択した前記助言情報と、前記有効度情報とを関連付けて前記通信端末に送信するステ
ップと、
　を有する情報提供方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末に情報を提供する通信システム、情報提供装置及び情報提供方法に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
　通信端末が多機能になる中、通信端末の操作方法がわからないユーザを支援する方法が
検討されている。特許文献１には、通信端末のユーザがヘルプボタンを押すことにより、
ユーザが操作支援をしていることが他の通信端末に通知され、他の通信端末からヘルプボ
タンを押したユーザの通信端末に対して操作方法を案内する情報を送信できるシステムが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４１７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のシステムにおいては、通信端末のユーザがヘルプボタンを押すことにより、ユー
ザに操作方法が案内される。しかしながら、案内される操作方法が、通信端末の設定状態
に適した内容になっていない場合があるという問題があった。そこで、通信端末の使用状
況に適した案内情報を通信端末に提供することが求められている。
【０００５】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、通信端末の設定状態に適し
た案内を通信端末に提供することができる通信システム、情報提供装置及び情報提供方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様の通信システムは、通信回線を利用した通信が可能な通信端末と、
前記通信端末に情報を提供する情報提供装置と、を備える通信システムであって、前記情
報提供装置は、前記通信端末の設定内容、及び前記通信端末におけるユーザの操作内容を
取得する取得部と、前記設定内容と前記操作内容との組み合わせに基づいて、前記通信端
末に送信する助言情報を選択する選択部と、前記選択部が選択した前記助言情報を前記通
信端末に送信する装置通信部と、を有し、前記通信端末は、前記装置通信部が送信した前
記助言情報を受信する端末通信部と、前記端末通信部が受信した前記助言情報を表示する
表示部と、を有する。
【０００７】
　前記情報提供装置は、前記取得部が取得した前記操作内容を記憶する記憶部をさらに有
し、前記選択部は、前記取得部が所定の操作内容を取得した場合に、前記設定内容と、前
記取得部が前記所定の操作内容を取得する前の所定の期間内に取得された一以上の前記操
作内容とに基づいて前記助言情報を選択してもよい。
【０００８】
　前記記憶部は、前記設定内容と前記操作内容との組み合わせにおける前記助言情報の有
効性の度合いを示す有効度情報をさらに記憶し、前記選択部は、前記有効度情報に基づい
て前記助言情報を選択してもよい。
【０００９】
　前記通信システムは、前記有効度情報を作成する情報作成部をさらに有し、前記取得部
は、前記助言情報を送信した前記通信端末から、前記助言情報の有効性に関するフィード
バック情報を取得し、前記情報作成部は、前記取得部が取得した前記フィードバック情報
に基づいて前記有効度情報を作成し、作成した前記有効度情報を前記記憶部に記憶させて
もよい。
【００１０】
　前記情報作成部は、複数の前記通信端末から受信した複数の前記フィードバック情報に
基づいて、前記有効度情報を作成してもよい。
　また、前記装置通信部は、前記助言情報に関連付けて前記有効度情報を前記通信端末に
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送信してもよい。
【００１１】
　前記通信端末は、前記装置通信部から受信した前記有効度情報が所定の有効度を示して
いる場合に設定内容を更新する制御部をさらに有してもよい。
【００１２】
　また、前記通信端末は、前記装置通信部から受信した前記有効度情報が所定の有効度を
示している場合に、前記助言情報に関連付けられたアプリケーションソフトウェアを操作
する制御部をさらに有してもよい。
【００１３】
　本発明の第２の態様の情報提供装置は、通信回線を利用した通信が可能な通信端末の設
定内容、及び前記通信端末におけるユーザの操作内容を取得する取得部と、前記取得部が
取得した前記設定内容と前記操作内容との組み合わせに基づいて、前記通信端末に送信す
る助言情報を選択する選択部と、前記選択部が選択した前記助言情報を前記通信端末に送
信する通信部と、を有する。
【００１４】
　本発明の第３の態様の情報提供方法は、コンピュータが、通信回線を利用した通信が可
能な通信端末の設定内容、及び前記通信端末におけるユーザの操作内容を前記通信端末か
ら取得するステップと、前記通信端末の設定内容と前記操作内容との組み合わせに基づい
て、前記通信端末に送信する助言情報を選択するステップと、選択した前記助言情報を前
記通信端末に送信するステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、通信端末の設定状態に適した案内を通信端末に提供することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】情報提供装置及び通信端末の構成を示す図である。
【図３】装置記憶部が記憶している助言情報データベースの一部の情報を例示する表であ
る。
【図４】通信端末に表示される助言情報の一例を示す図である。
【図５】情報提供装置及び通信端末における処理の流れを示す処理シーケンス図である。
【図６】第２の実施形態に係る情報提供装置の構成を示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る助言情報データベースの一例を示す図である。
【図８】第２の実施形態の情報提供装置及び通信端末における処理の流れを示す処理シー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜第１の実施形態＞
［通信システムＳの概要］
　図１は、第１の実施形態に係る通信システムＳの構成を示す図である。通信システムＳ
は、情報提供装置１と、通信網Ｎを介して情報提供装置１とデータを送受信できる複数の
通信端末２と、を備える。通信網Ｎは、例えば携帯電話網及びインターネットを含んでい
る。通信端末２は、通信回線を利用した通信が可能な端末であり、例えば携帯電話網の無
線通信回線にアクセス可能なスマートフォン又はタブレット等である。
【００１８】
　情報提供装置１は、通信端末２に情報を提供するサーバである。情報提供装置１は、通
信端末２における設定内容と、通信端末２において操作された内容を示す操作内容との組
み合わせに基づいて選択した助言情報を通信端末２に提供する。設定内容は、通信端末２
においてユーザが選択可能な設定項目における設定値であり、例えば、Ｗｉ－Ｆｉを使用
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するか否か、ＧＰＳ（Global Positioning System）を使用するか否か等の設定状態を示
す。操作内容は、例えば、通信端末２において操作された項目の種別や選択された項目を
示す情報である。助言情報は、通信端末２のユーザに対して、通信端末２が抱えている問
題を解決するための処理内容や操作方法等を含む情報である。
【００１９】
　情報提供装置１は、通信端末２のユーザから助言情報の要求を受けることなく、通信端
末２において所定の操作が行われたことに応じて、通信端末２における設定内容と操作内
容とに基づいて推定される通信端末２の状態に適した助言情報を、通信端末２に提供する
ことができる。このようにすることで、通信端末２のユーザは、助言情報を要求するため
のヘルプボタンの押下といった特殊な動作をすることなく、通常の操作をするだけで適切
な助言を受けることができるので、速やかに問題を解決することができる。
　以下、情報提供装置１及び通信端末２の構成及び動作について詳細に説明する。
【００２０】
［情報提供装置１の構成］
　図２は、情報提供装置１及び通信端末２の構成を示す図である。情報提供装置１は、装
置通信部１１と、装置記憶部１２と、装置制御部１３とを有する。
　装置通信部１１は、通信網Ｎを介して通信端末２に助言情報を送信するための通信イン
ターフェースを有する。装置通信部１１は、例えばインターネットの終端装置に接続する
ためのＬＡＮ（Local Area Network）コントローラを有する。装置通信部１１は、通信端
末２から送信される設定内容及び操作内容を受信し、受信した設定内容及び操作内容を装
置制御部１３に通知する。また、装置通信部１１は、装置制御部１３から取得した助言情
報を通信端末２に対して送信する。
【００２１】
　装置記憶部１２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及
びハードディスク等の記憶媒体を有する。装置記憶部１２は、装置制御部１３が実行する
プログラムを記憶している。また、装置記憶部１２は、装置制御部１３が有する後述の取
得部１３１が取得した通信端末２における操作内容を、操作が行われた時刻に関連付けて
操作ログとして記憶する。
【００２２】
　また、装置記憶部１２は、通信端末２における設定内容と、操作内容と、助言情報とが
関連付けられた助言情報データベースを記憶している。
　図３は、装置記憶部１２が記憶している助言情報データベースの一部の情報を例示する
表である。図３においては、設定項目及び設定値により設定内容が表されている。図３の
「設定項目」欄及び「設定値」欄においては、例えば、Ｗｉ－Ｆｉが使用可能なオン状態
に設定されていること、ＧＰＳが使用可能なオン状態に設定されていること、スリープ状
態に移行するまでの時間が５分に設定されていること、及びアプリケーションソフトウェ
ア（以下、アプリという）Ａがインストールされた状態であることが示されている。
【００２３】
　「操作内容」欄においては、ユーザが電池残量を確認する操作を行ったこと、及びメモ
リ残量を確認する操作を行ったことが例示されている。「助言情報」欄においては、設定
値が示す設定内容の通信端末２において操作内容が示す操作が行われた場合に通信端末２
に提供するべき助言情報が示されている。
【００２４】
　装置記憶部１２は、例えば通信端末２の識別情報に関連付けて、通信端末２の設定内容
を記憶する。装置記憶部１２は、装置制御部１３の制御に基づいて、通信端末２から更新
後の設定内容が送信されるたびに、設定内容を送信した通信端末２に対応する設定内容を
更新する。
【００２５】
　装置制御部１３は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）である。装置制御部１
３は、装置記憶部１２に記憶されたプログラムを実行することにより、取得部１３１及び
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選択部１３２として機能する。
【００２６】
　取得部１３１は、通信端末２の設定内容、及び通信端末２におけるユーザの操作内容を
示す操作内容を取得する。取得部１３１は、通信端末２の設定内容が変更されるたびに通
信端末２から送信される、変更後の設定内容、又は変更された内容を取得する。取得部１
３１は、変更後の設定内容を装置記憶部１２に記憶させる。また、取得部１３１は、ユー
ザが操作をするたびに通信端末２から送信される操作内容を取得する。取得部１３１は、
取得した操作内容を、選択部１３２に通知する。
【００２７】
　選択部１３２は、装置記憶部１２に記憶された通信端末２の設定内容と、取得部１３１
から通知された操作内容との組み合わせに基づいて、通信端末２に送信する助言情報を選
択する。具体的には、選択部１３２は、装置記憶部１２に記憶された助言情報データベー
スを参照し、複数の助言情報の候補のうち、通信端末２の設定内容と取得部１３１から通
知された操作内容との組み合わせに関連付けられた助言情報を選択する。
【００２８】
　選択部１３２は、取得部１３１が所定の操作内容を取得した場合に、通信端末２の設定
内容と、取得部１３１が所定の操作内容を取得する前の所定の期間内に取得された一以上
の操作内容とに基づいて助言情報を選択してもよい。選択部１３２は、例えば、取得部１
３１が、ヘルプボタンを押す操作、所定の電話番号（例えば、お客様相談センターの電話
番号）に電話を掛ける操作、所定のメールアドレス（例えば、お客様相談センターのメー
ルアドレス）にメールを送信する操作、又は所定のウェブサイトにアクセスする操作が行
われたことを示す操作内容を取得したことに応じて、直近の所定期間の操作ログに含まれ
る一以上の操作内容を解析する。選択部１３２は、助言情報データベースを参照すること
により、通信端末２の設定内容と一以上の操作内容との組み合わせに適した助言情報を選
択する。
【００２９】
　選択部１３２は、ユーザが、所定の期間内に特定の操作を繰り返して実施している場合
、繰り返して実施されている特定の操作内容に基づいて助言情報を選択してもよい。選択
部１３２は、例えば、ユーザが、通信端末２のアイドル状態においてサウンド関係の設定
項目を繰り返して操作している場合、ユーザが着信音量の設定操作を行おうとしていると
判定し、着信音量の設定操作に関する助言情報を選択する。
【００３０】
　装置記憶部１２が、通信端末２のユーザの属性ごとに助言情報データベースを記憶して
いる場合、選択部１３２は、通信端末２の設定内容と取得部１３１から通知された操作内
容との組み合わせに関連付けられた複数の助言情報のうち、通信端末２のユーザの属性に
関連付けられた助言情報を選択してもよい。選択部１３２は、選択した助言情報を、装置
通信部１１及び通信網Ｎを介して通信端末２に送信する。
【００３１】
［通信端末２の構成］
　通信端末２は、電池２０と、端末通信部２１と、表示部２２と、端末記憶部２３と、端
末制御部２４とを有する。電池２０は、通信端末２の各部に電力を供給する。
【００３２】
　端末通信部２１は、通信網Ｎを介して情報提供装置１との間でデータを送受信するため
の通信インターフェースを有する。端末通信部２１は、例えば通信網Ｎに含まれるＬＴＥ
（Long Time Evolution）の携帯電話網にアクセスするための通信コントローラを有する
。端末通信部２１は、情報提供装置１から送信される助言情報を受信し、通信端末２の設
定内容及び操作内容を送信する。
【００３３】
　表示部２２は、情報を表示するディスプレイである。表示部２２は、操作画面を表示す
るとともに、端末通信部２１が情報提供装置１から受信した助言情報を表示する。表示部
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２２は、操作画面に重畳して助言情報を表示してもよく、操作画面を表示していない状態
で助言情報を表示してもよい。表示部２２は、ディスプレイに重ねて設けられたタッチパ
ネルを有しており、ユーザの操作を受け付ける。表示部２２は、受け付けた操作が示す操
作内容を端末制御部２４に通知する。
【００３４】
　端末記憶部２３は、ＲＯＭ及びＲＡＭ等の記憶媒体を有する。端末記憶部２３は、端末
制御部２４が実行するプログラムを記憶している。また、端末記憶部２３は、助言情報を
表示する対象となる操作内容を記憶している。
【００３５】
　端末制御部２４は、例えばＣＰＵである。端末制御部２４は、端末記憶部２３に記憶さ
れたプログラムを実行することにより、受信制御部２４１及び送信制御部２４２として機
能する。
　受信制御部２４１は、端末通信部２１が受信した助言情報を表示部２２に入力すること
により、助言情報を表示部２２に表示させる。
【００３６】
　送信制御部２４２は、表示部２２から通知された操作内容を監視し、操作内容に応じた
処理を実行する。送信制御部２４２は、例えば、端末記憶部２３に記憶された設定内容を
変更する操作が行われた場合、設定内容を更新するとともに、更新後の設定内容を通信網
Ｎを介して情報提供装置１に送信する。また、送信制御部２４２は、操作内容が、助言情
報を表示する対象となる所定の操作内容に合致しているかどうかを監視し、所定の操作内
容に合致している場合、操作内容を情報提供装置１に送信する。
【００３７】
［助言情報の例］
　図４は、通信端末２に表示される助言情報の一例を示す図である。図４（ａ）は、通信
端末２においてＷｉ－Ｆｉ及びＧＰＳがオン設定になっている状態で、ユーザが電池残量
を確認する操作をした場合に表示される助言情報を示している。図３の助言情報データベ
ースにおいて、設定内容が、Ｗｉ－Ｆｉ及びＧＰＳがオン状態であり、操作内容が「電池
残量の確認」である場合、対応する助言情報は、「Ｗｉ－ＦｉのＯＦＦを推奨」及び「Ｇ
ＰＳのＯＦＦを推奨」である。そこで、図４（ａ）においては、Ｗｉ－Ｆｉ及びＧＰＳを
オフ状態に設定することを推奨する助言情報が表示されている。
【００３８】
　図４（ｂ）は、所定のアプリがインストールされている状態で、ユーザが電池残量を確
認する操作をした場合に表示される助言情報を示している。通信端末２は、情報提供装置
１から受信した助言情報が、アプリＡ、アプリＢ、アプリＣを削除することを推奨する内
容である場合に、助言情報が示すアプリの消費電力の大きさに関連する情報、及び利用頻
度に関する情報を表示する。このようにすることで、通信端末２のユーザは、各アプリの
消費電力と利用頻度とを考慮して、重要度が比較的低いアプリを削除するという判断をす
ることが可能になる。
【００３９】
［通信システムＳにおける処理シーケンス］
　図５は、情報提供装置１及び通信端末２における処理の流れを示す処理シーケンス図で
ある。通信端末２においては、送信制御部２４２が、表示部２２から取得した操作内容に
基づいて、設定内容が変更されたかを監視する（Ｓ１１）。送信制御部２４２は、設定内
容が変更された場合、変更後の設定内容を情報提供装置１に送信する（Ｓ１２）。情報提
供装置１の取得部１３１は、設定内容を示す情報を取得すると、取得した設定内容を、通
信端末２の識別情報に関連付けて装置記憶部１２に記憶させる（Ｓ１３）。
【００４０】
　その後、通信端末２の送信制御部２４２は、ユーザが、助言情報を表示する対象となる
所定の操作をしたかどうかを監視する（Ｓ１４）。送信制御部２４２は、ユーザが、端末
記憶部２３に記憶されている所定の操作内容に対応する操作をしたことを検出すると、操
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作内容を情報提供装置１に送信する（Ｓ１５）。
【００４１】
　取得部１３１は、送信制御部２４２が送信した操作内容を取得すると、取得した操作内
容と、操作内容を送信した通信端末２の識別情報とを選択部１３２に通知する。選択部１
３２は、操作内容の通知を受けると、操作内容を送信した通信端末２の識別情報に関連付
けて装置記憶部１２に記憶されている設定内容を読み出す。選択部１３２は、助言情報デ
ータベースを参照し、読み出した設定内容、及び取得部１３１から通知された操作内容の
組み合わせに対応する助言情報を選択する（Ｓ１６）。選択部１３２は、装置通信部１１
を介して、選択した助言情報を通信端末２に送信する（Ｓ１７）。通信端末２の受信制御
部２４１は、助言情報を受信すると、受信した助言情報に基づいて助言用の画面を生成し
て表示する（Ｓ１８）。
【００４２】
［通信システムＳによる効果］
　以上説明したように、情報提供装置１は、通信端末２の設定内容と通信端末２における
操作内容とを取得し、取得した設定内容と操作内容との組み合わせに対応する助言情報を
通信端末２に送信する。このようにすることで、通信システムＳにおいては、通信端末２
のユーザが、助言情報を表示させるための操作を行うことなく、情報提供装置１が、通信
端末２の状態に適した助言情報を送信することができる。
【００４３】
＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態における情報提供装置１は、通信端末２から取得した設定内容と操作内
容とに基づいて選択した助言情報を通信端末２に送信した。これに対して、第２の実施形
態における情報提供装置１は、通信端末２から取得された設定内容と操作内容との組み合
わせに関連付けられた助言情報の有効度を使用するという点で第１の実施形態と異なり、
他の点で同じである。
【００４４】
　図６は、第２の実施形態に係る情報提供装置１の構成を示す図である。図６に示す情報
提供装置１は、装置制御部１３が情報作成部１３３としてさらに機能するという点で、図
２に示した情報提供装置１と異なり、他の点で同じである。情報作成部１３３は、設定内
容と操作内容との組み合わせにおける助言情報の有効性の度合いを示す有効度情報を作成
する。有効度情報は、例えば０から１００までの数値により表され、数値が大きくなれば
なるほど、助言情報が有効になる確率が高い。具体的には、確実に効果が生じる助言情報
に対しては有効度情報として１００が付与され、確実に効果が生じない助言情報に対して
は有効度情報として０が付与される。
【００４５】
［有効度情報の作成手順］
　以下、情報作成部１３３が有効度情報を作成する際の各部の処理について説明する。
　第２の実施形態において、選択部１３２は、助言情報を送信する際に、助言情報を送信
する通信端末２の設定内容、及び助言情報を送信する直前に行われた操作内容を特定する
ための特定情報を送信する。通信端末２は、助言情報を受信すると、助言情報を表示させ
るとともに、助言情報と特定情報とを関連付けて端末記憶部２３に記憶させる。
【００４６】
　通信端末２は、助言情報を表示してから、助言情報の内容に基づいて定められる期間が
経過した後に、ユーザが、助言情報が役に立ったかどうかを評価するための評価画面を表
示する。助言情報の内容に基づいて定められる期間は、例えば、助言情報に基づいて通信
端末２の設定変更をした場合に、設定変更をしたことによる効果が生じるまでの期間であ
る。
【００４７】
　通信端末２は、助言情報に基づく設定変更が行われてから上記の期間が経過すると、例
えば、「とても役立った」、「少し役立った」、「あまり役立たなかった」、「全く役立
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たなかった」という選択肢を含む表示画面を表示部２２に表示する。通信端末２は、ユー
ザが選択肢のうちの一つにタッチすると、タッチされた選択肢を特定する情報と、評価の
対象となった助言情報を特定する情報と、助言情報に関連付けて端末記憶部２３に記憶さ
れた特定情報とを含む、助言情報の有効性に関するフィードバック情報を情報提供装置１
に送信する。
【００４８】
　情報提供装置１の取得部１３１は、助言情報を送信した通信端末２からフィードバック
情報を取得する。取得部１３１は、取得したフィードバック情報を情報作成部１３３に通
知する。
【００４９】
　情報作成部１３３は、取得部１３１が取得したフィードバック情報に基づいて有効度情
報を作成し、作成した有効度情報を装置記憶部１２に記憶させる。情報作成部１３３は、
例えば複数の通信端末２から受信した複数のフィードバック情報に基づいて、有効度情報
を作成し、作成した有効度情報を装置記憶部１２に記憶させる。具体的には、情報作成部
１３３は、複数の通信端末２から受信したフィードバック情報に含まれる評価結果を数値
化し、数値化した評価結果の平均値に基づいて有効度情報を作成する。情報作成部１３３
は、作成した有効度情報を、フィードバック情報に含まれていた特定情報が示す設定内容
、操作内容及び助言情報に関連付けて装置記憶部１２に記憶させる。
【００５０】
　図７は、第２の実施形態に係る助言情報データベースの一例を示す図である。図７に示
す助言情報データベースは、設定内容、操作内容及び助言情報に有効度が関連付けられて
いる点で、図３に示した助言情報データベースと異なる。このように、第２の実施形態に
係る装置記憶部１２は、設定内容と操作内容との組み合わせにおける助言情報の有効性の
度合いを示す有効度情報を記憶する。
【００５１】
［有効度情報に基づく助言情報の表示］
　第２の実施形態において、選択部１３２は、助言情報に関連付けて有効度情報を通信端
末２に送信する。受信制御部２４１は、助言情報を表示する際に、助言情報に対応する有
効度情報が示す有効度を表示部２２に表示させる。
【００５２】
　受信制御部２４１は、受信した有効度情報に基づく態様で助言情報を表示させてもよい
。例えば、受信制御部２４１は、受信した助言情報に関連付けられた有効度情報が示す値
が大きい助言情報を優先的に表示部２２に表示させる。具体的には、受信制御部２４１は
、複数の助言情報を受信した場合に、より大きな有効度情報に関連付けられた助言情報を
表示し、他の助言情報を表示しないようにしてもよい。受信制御部２４１は、有効度情報
が所定の値より大きいことを条件として助言情報を表示してもよい。このようにすること
で、通信端末２は、効果が小さい助言情報を表示しないようにできるので、ユーザが、助
言情報に基づいて設定変更をしたにもかかわらず効果が生じないという不満を抱くことを
防止できる。
【００５３】
　図７に示す例においては、ＧＰＳをオフにすることを推奨する助言情報の有効度が、Ｗ
ｉ－Ｆｉをオフにすることを推奨する助言情報の有効度よりも大きい。このような場合、
受信制御部２４１は、通信端末２においてＷｉ－ＦｉとＧＰＳがオンの状態で電池残量を
確認する操作が行われた場合に、ＧＰＳをオフにすることを推奨する助言情報を優先的に
表示部２２に表示させる。
【００５４】
　また、図７に示す例においては、通信端末２において電池残量を確認する操作が行われ
た場合に通信端末２に表示することができる複数の助言情報のうち、アプリＡを削除する
ことを推奨する助言情報の方が、アプリＢを削除することを推奨する助言情報よりも有効
度が大きい。これは、アプリＡの方がアプリＢよりも多くの電力を消費するからであると
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考えられる。逆に、通信端末２においてメモリ残量を確認する操作が行われた場合に通信
端末２に表示される複数の助言情報のうち、アプリＢを削除することを推奨する助言情報
の方が、アプリＡを削除することを推奨する助言情報よりも有効度が大きい。これは、ア
プリＢの方がアプリＡよりも多くのメモリを使用するからであると考えられる。
【００５５】
　そこで、受信制御部２４１は、アプリＡ及びアプリＢがインストールされた表示部２２
において電池残量を確認する操作が行われた場合、アプリＡを削除することを推奨する助
言情報を優先的に表示部２２に表示させる。また、受信制御部２４１は、アプリＡ及びア
プリＢがインストールされた表示部２２においてメモリ残量を確認する操作が行われた場
合、アプリＢを削除することを推奨する助言情報を優先的に表示部２２に表示させる。
【００５６】
　なお、通信端末２において、表示する助言情報の優先度を有効度情報に基づいて決定す
る代わりに、情報提供装置１において、通信端末２に送信する助言情報を有効度情報に基
づいて選択してもよい。例えば、選択部１３２は、複数の助言情報のうち、有効度情報が
所定の値よりも大きい助言情報を選択し、選択した助言情報を通信端末２に送信してもよ
い。
【００５７】
［有効度情報に応じた制御］
　受信制御部２４１は、情報提供装置１から受信した有効度情報に基づいて各種の制御を
行ってもよい。例えば、受信制御部２４１は、情報提供装置１から受信した有効度情報が
所定の有効度を示している場合に設定内容を更新する。具体的には、受信制御部２４１は
、有効度情報が所定の値よりも大きい場合に、助言情報が示す設定変更の内容に基づいて
、端末記憶部２３に記憶されている設定内容を更新する。受信制御部２４１は、設定内容
を更新する前に、設定内容を更新することの許可を得るための画面を表示部２２に表示さ
せ、ユーザが設定内容を更新することを許可したことを条件として、設定内容を更新して
もよい。
【００５８】
　また、受信制御部２４１は、情報提供装置１から受信した有効度情報が所定の有効度を
示している場合に、助言情報に関連付けられたアプリを操作してもよい。例えば、受信制
御部２４１は、情報提供装置１から、アプリＡを削除することを推奨する助言情報を受信
し、かつ助言情報に関連付けられた有効度情報が所定の値よりも大きい場合に、アプリＡ
を削除するためのアプリを起動する。受信制御部２４１は、情報提供装置１から、アプリ
Ａを削除することを推奨する助言情報を受信し、かつ助言情報に関連付けられた有効度情
報が所定の値よりも大きい場合に、アプリＡを自動的に削除してもよい。
【００５９】
［有効度情報を作成する際の処理シーケンス］
　図８は、第２の実施形態の情報提供装置１及び通信端末２における処理の流れを示す処
理シーケンス図である。図８におけるステップＳ１８までの処理は、図５に示した処理シ
ーケンス図と同じである。
【００６０】
　通信端末２においては、受信制御部２４１が、ステップＳ１８において助言情報を表示
してから所定の期間が経過したかどうかを監視する（Ｓ１９）。所定の期間は、受信制御
部２４１が表示部２２に表示させた助言情報に対応する長さに設定されており、例えば、
助言情報に基づいて端末記憶部２３に記憶された設定内容が変更されたことによる効果が
生じるまでの期間に設定されている。
【００６１】
　受信制御部２４１は、所定の期間が経過した場合（ステップＳ１９においてＹＥＳ）、
助言情報に対する評価結果を入力するための画面を表示部２２に表示させる（Ｓ２０）。
送信制御部２４２は、ユーザが表示部２２において入力した評価結果を取得すると、取得
した評価結果を情報提供装置１に送信する（Ｓ２１）。情報提供装置１においては、取得
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部１３１が評価結果を取得すると、情報作成部１３３が、評価結果に対応する助言情報の
有効度情報を更新する（Ｓ２２）。
【００６２】
　なお、有効度情報が頻繁に変化し過ぎることを防ぐために、取得部１３１は、受信した
評価結果を装置記憶部１２に記憶させ、情報作成部１３３が、所定のタイミングで有効度
情報を更新してもよい。例えば、情報作成部１３３は、所定の期間ごとに有効度情報を更
新してもよく、所定の数の評価結果が取得された時点で有効度情報を更新してもよい。
【００６３】
［第２の実施形態に係る通信システムＳによる効果］
　以上説明したように、第２の実施形態に係る通信システムＳにおいては、情報提供装置
１が、通信端末２のユーザからのフィードバック情報に基づいて、助言情報の有効度を示
す有効度情報を作成する。そして、通信端末２は、助言情報に関連付けて送信される有効
度情報に基づいて、助言情報を表示する。例えば、通信端末２は、助言情報を表示する際
に助言情報の有効度を表示することにより、通信端末２のユーザが、助言情報に従って操
作を行うかどうかを判断しやすくなる。
【００６４】
　また、通信端末２は、有効度が大きい助言情報を優先的に表示することにより、ユーザ
が、問題を解決できる確率の高い操作を行いやすくなるので、ユーザの満足度を高めるこ
とが可能になる。
【００６５】
（変形例）
　装置記憶部１２は、通信端末２の仕様別に助言情報を記憶してもよい。通信端末の仕様
には、例えばＣＰＵの種類、ＯＳ（Operating System）の種類、機種名、画面サイズ、バ
ッテリーサイズ及びメモリ容量等の少なくとも一つが含まれる。装置記憶部１２は、通信
端末２の仕様と、設定内容と、操作内容と、助言情報とが関連付けられた助言情報データ
ベースを記憶していてもよい。そして、取得部１３１は、通信端末２から、設定内容及び
操作内容とともに仕様を示す情報を取得し、選択部１３２は、取得部１３１が操作内容を
取得した場合、操作内容に対応する仕様に関連付けられた助言情報を選択する。このよう
にすることで、情報提供装置１は、通信端末２の仕様に適した助言情報を送信することが
できるので、通信端末２のユーザが助言情報を利用することによる効果を高めることがで
きる。
【００６６】
　さらに、装置記憶部１２は、仕様と有効度情報とを関連付けて記憶してもよい。選択部
１３２は、通信端末２の仕様に対応する有効度情報を送信することで、機種によって助言
情報の有効度が異なる場合であっても、通信端末２のユーザは、使用している機種におけ
る助言情報の有効度を参考にしながら助言情報を利用することができる。
【００６７】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。特に、装置の分散・統合の具体的な実施形態は
以上に図示するものに限られず、その全部又は一部について、種々の付加等に応じて、又
は、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することが
できる。
【符号の説明】
【００６８】
１　情報提供装置
１１　装置通信部
１２　装置記憶部
１３　装置制御部
１３１　取得部
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１３２　選択部
１３３　情報作成部
２　通信端末
２０　電池
２１　端末通信部
２２　表示部
２３　端末記憶部
２４　端末制御部
２４１　受信制御部
２４２　送信制御部

【図１】 【図２】
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